
「子ども・子育て支援金」は、２０２６年４月から新たに導

入される制度です。これまでの「子ども・子育て拠出金（事

業主が全額負担）」とは異なり、被保険者（従業員）と事業

主が折半して負担する仕組みへと大きく変わります。 

まずはご自身の年収から、月々いくらの負担になるの

かを確認しておきましょう。 

 

１． 徴収開始時期 

２０２６年４月分から徴収が始まります。会社員の場合、

一般的に２０２６年５月支給の給与から天引きされる見込

みです。 なお、自営業などで国民健康保険に加入してい

る方は、自治体から送付される納付通知書（例年６月ご

ろ）によって金額を確認することになります。 

 

２．負担額と仕組み 

徴収方法→毎月の公的医療保険料（健康保険など）に

上乗せして徴収されます。 

金額→２０２６年度は「標準報酬月額の０．２３%」（労使

折半の場合は各０．１１５%）から開始され、２０２８年度に

かけて段階的に引き上げられます。 

△ 平均的な月額負担額（２０２８年度時点の試算）: 

 被用者保険（会社員など） ： 平均８００円程度 

 国民健康保険（自営業など） ： 平均６００円程度 

 後期高齢者医療制度 ： 平均３５０円程度  

２月１７日(火)に第１４回目のチョチョン朝鮮料

理教室《パンチャン》が行われました。 

今回は参鶏湯にチャンレンジしました。 

チョチョン東京都本部墨田支部が発信してい

る YouTube チャンネル「すみっこすみだ」で紹介

されたレシピをもとに、動画を見ながら作りまし

た。 

スーパー食材で簡単に作れてとても美味しく

出来ました。 

次回はさわらを捌き、調理する予定です。 

３．支援金の使い道 

集められた資金は、主に以下の施策の財源とし

て活用されます。 

児童手当の拡充 ： 所得制限の撤廃、高校生

年代までの支給延長、第３子以降の増額（月３万

円）。 

こども誰でも通園制度: ： 親の就労状況に関わ

らず、０～２歳児が保育施設を利用できる制度の全

国展開。 

新たな給付金 ： 妊娠・出産時の計１０万円相

当の給付、育休中の手取り１０割相当の給付など。 

その他詳細は厚生労働省の Q&A やこども家庭

庁の資料にて確認できます。 
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